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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第146期

第２四半期
連結累計期間

第147期
第２四半期
連結累計期間

第146期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (百万円) 11,701 12,179 24,031

経常利益 (百万円) 853 782 1,565

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 635 546 877

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,594 599 2,156

純資産額 (百万円) 23,710 24,576 24,157

総資産額 (百万円) 29,981 30,933 30,890

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 40.01 34.35 55.20

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 39.77 34.12 54.83

自己資本比率 (％) 78.7 79.1 77.8

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 611 616 1,936

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △578 △518 △772

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △458 △454 △592

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 4,263 4,926 5,268
 

　

回次
第146期

第２四半期
連結会計期間

第147期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

自 平成30年７月１日
至 平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 21.46 17.84
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来の見通しにかかわる記述については、当四半期報告書提出日現在において入手可能な情報に基づき当社

グループが判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前

連結会計年度との比較・分析を行っております。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

　① 財政状態

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ42百万円増加し、30,933百万円となりまし

た。商品及び製品の増加が主な要因であります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ376百万円減少し、6,357百万円となりました。長期借入金の減少が主な要因

であります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ419百万円増加し、24,576百万円となりました。利益剰余金の増加が主な要

因であります。

　以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.3ポイント上昇し、79.1%となりました。

 

　② 経営成績

当第２四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)における世界経済は、先進国を中心

に緩やかな回復基調で推移しましたが、米国の通商政策による貿易摩擦など、景気の下振れリスクも依然として

残る状況にあります。国内経済については、自然災害による影響が懸念されるものの、堅調な企業収益を背景に

雇用・所得環境の改善が続くなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。　

　このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、12,179百万円と前年同期比478

百万円(4.1%)の増収となりました。売上高に含まれる海外売上高は、5,500百万円(対売上高45.2%)と前年同期比

572百万円(11.6%)の増収となりました。

　利益面では、販売費及び一般管理費が前年同期比334百万円(5.6%)増加したものの、増収により営業利益は784

百万円と前年同期比42百万円(5.7%)の増益となりました。しかし、為替の影響などにより営業外損益が悪化した

ため、経常利益は782百万円と前年同期比71百万円(8.3%)の減益となりました。税金費用を差し引いた親会社株主

に帰属する四半期純利益は、546百万円と前年同期比89百万円(14.1%)の減益となりました。

 
セグメントの業績

① デンタル関連事業

国内では、前連結会計年度に市場投入した歯科充填用コンポジットレジン「ビューティフィル フロー プラス

X」や、CAD/CAM関連の新製品などが売上げに寄与しましたが、市場競争の激化により、売上高は前年同期比減収

となりました。海外では、北米・中南米や中国を中心に好調に推移し、さらに為替の影響もあり前年同期比増収

となりました。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、10,929百万円と前年同期比487百万円(4.7%)の増収とな

り、販売費及び一般管理費が増加したものの、営業利益は802百万円と前年同期比85百万円(11.9%)の増益となり

ました。
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② ネイル関連事業

国内では、主力ブランドである「L・E・D GEL Presto」や一般消費者向けブランド「by Nail Labo」、前期に

市場投入した新ブランド「ageha」と、ジェルネイル製品が売上げを牽引し、前年同期比増収となりました。海外

では、米国において堅調に推移したものの、台湾において競合他社の攻勢が激しさを増しており、前年同期比減

収となりました。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,198百万円と前年同期比12百万円(1.0%)の減収とな

り、利益面は販促活動に伴う費用負担が増したことにより、営業損失29百万円と前年同期比43百万円の減益とな

りました。

 

③ その他の事業

当社グループの株式会社松風プロダクツ京都において、歯科用研磨材の生産技術を応用し、工業用研磨材を製

造販売しております。当第２四半期連結累計期間の売上高は、51百万円と前年同期比2百万円(4.9%)の増収とな

り、営業利益は9百万円とほぼ前年同期並みとなりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、342百万円(6.5%)減少

し、4,926百万円となりました。

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、616百万円のプラス(前年同期比4百

万円の増加)となりました。

これは主に税金等調整前四半期純利益782百万円によるものであります。

 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、518百万円のマイナス(前年同期比

59百万円の増加)となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出503百万円によるものであります。

 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、454百万円のマイナス(前年同期比

3百万円の増加)となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出250百万円や、配当金の支払額190百万円によるものであります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に定める事項）は次のとおりです。

 

Ⅰ 基本方針の内容

当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて

当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものである

と考えます。

しかし、歯科器材の国際的メーカーである当社の経営においては、当社の有形無形の経営資源、将来を見据え

た施策の潜在的効果、そして世界の歯科医療に貢献し、このことを通じて人々の「健康」と「美」に貢献すると

いう当社に与えられた社会的使命、それら当社グループの企業価値を構成する要素等への理解が不可欠であり、

これらを継続的に維持、向上させていくためには、当社グループの企業価値の源泉等を機軸とした中長期的な視

野を持った取組みが必要不可欠であると考えております。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者により

こうした中長期的視点に立った施策が実行されない場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当

社グループに関わる全てのステークホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。

当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めておりますもの

の、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかなど大規模

買付者による大規模買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切にご判断いただくためには、買付者及び当

社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考

えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当社グループに与える影響や、買付者が考える当社グループの経

営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株

式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料となると考えます。

 

Ⅱ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取

組み

当社は、基本方針の実現に資する特別な取組みとして、創立100周年を迎える2022年の“あるべき姿“を見据

え、その実現に向けて、欧米を中心とした先進国市場や、経済成長に伴う生活水準の向上が期待される新興国市

場の需要を取り込むべく、経営資源を海外へシフトし、海外事業の拡大を軸に取り組んでまいります。具体的な

取組みとしては、「中期経営計画」を策定し、① 地域の需要・ニーズに適合した新製品の開発、② 生産拠点の

再配置、海外生産の拡大、③ 販売網・販売拠点の整備及び構築、④ 海外展開を積極的に進めるための人材育

成、確保といった施策を通じて、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。

また、激しい企業環境の変化に迅速に対応し、責任の明確化を図り、機動性を確保することを目的として、平

成23年６月の株主総会において取締役の員数を大幅に削減するとともに、業務執行に関する意思決定のスピード

を速めるため、執行役員制度を導入しております。取締役８名のうち２名は独立社外取締役でありますが、当社

は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決

定を通じて経営の監督を行うこと、利益相反に関する監督を行うこと、ステークホルダーの意見を取締役会に適

切に反映させることが、独立社外取締役の主たる役割の一つと考えております。さらに、当社は、社外役員の独

立性を確保するために、当社独自の社外役員の独立性基準を定めております。

なお、当社は、取締役及び監査役の、就任時及び就任後に必要とされる知識、情報を提供するため、外部研修

等の活用を含め、適宜役員研修を実施しております。

このような体制整備のほか、当社では情報開示の充実がコーポレート・ガバナンスにとって有効な機能を果た

すと考えており、各種の会社情報を適時、適切にかつ積極的に開示することによって、株主の皆様やその他外部

からのチェック機能を高め、経営の透明度を高めることを今後とも充実させていきたいと考えております。
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Ⅲ 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み

当社は、平成28年５月13日開催の取締役会において、Iで述べた会社支配に関する基本方針に照らし、「当社株

券等の大規模買付行為への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）を継続することを決議いたしまし

た。

本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又

は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け等

の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。

かかる買付行為を以下「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を以下「大規模買付者」といいま

す。）が行われる場合に、①大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報

を事前に提供し、②当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ③取締役会又は株主総会が新株予約権

の発行等の対抗措置の発動の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルー

ルの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行

為を新株予約権の発行等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上さ

せることを目的とするものです。

当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模

買付者及び大規模買付行為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明書を提出することを求

めます。さらに、大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リ

ストに基づき株主の皆様の判断及び当社取締役会の意見形成のために必要な情報の提供を求めます。

次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必要情報の提供を

完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は90日間

（その他の大規模買付行為の場合）（最大30日間の延長がありえます。）を取締役会による評価、検討、交渉、

意見形成、代替案立案のための期間とし、当社取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受けながら、

大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、後述の企業価値検討委員会の勧告を最大限尊重した上

で、当社取締役会としての意見を取りまとめて公表します。また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者

との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示することもあり

ます。

当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮問機関と

して、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者の中から

選任された委員からなる企業価値検討委員会を設置し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないため対抗

措置を発動すべきか否か、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められ

るため対抗措置を発動すべきか否か、対抗措置の発動の可否につき株主総会に諮るべきか否か等の本対応方針に

係る重要な判断に際しては、企業価値検討委員会に諮問することとします。企業価値検討委員会は、①大規模買

付者が大規模買付ルールを遵守しないため対抗措置発動を勧告した場合、②大規模買付者による大規模買付行為

が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため対抗措置発動を勧告した場合、及び

③大規模買付者による大規模買付行為ないしその提案内容の評価、検討の結果、対抗措置の不発動を勧告した場

合を除き、新株予約権の発行等の対抗措置の発動の可否につき株主総会に諮るべきである旨を当社取締役会に勧

告するものとします。

当社取締役会は、株主総会決議に従って、又は取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がな

い限り企業価値検討委員会の上記勧告を最大限尊重し、新株予約権の発行等の対抗措置の発動又は不発動に関す

る会社法上の機関としての決議を遅滞なく行うものとします。対抗措置として新株予約権の発行を実施する場合

には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた１円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普

通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められない

という行使条件や当社が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨

の取得条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役会は、当社取締役会又は株主総会が対抗措置の

発動を決定した後も、対抗措置の発動が適切でないと判断した場合には、企業価値検討委員会の勧告を最大限尊

重した上で、対抗措置の発動の変更又は停止を行うことがあります。当社取締役会は、上記決議を行った場合

は、適時適切に情報開示を行います。
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本対応方針の有効期限は、平成28年６月28日開催の定時株主総会においてその継続が承認されたことから、当

該定時株主総会の日から３年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、

以後も同様とします。なお、本対応方針の有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向

上の観点から、関係法令の整備や、金融商品取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対

応方針の変更を行うことがあります。

な お 、 本 対 応 方 針 の 詳 細 に つ い て は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ ア ド レ ス

http://www.shofu.co.jp/ir/）に掲載する平成28年５月13日付プレスリリースをご覧下さい。

 

Ⅳ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

Ⅱに記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資

する特別な取組みは、Ⅱに記載したとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための具体的

方策であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。

また、Ⅲに記載した本対応方針も、Ⅲに記載したとおり、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させ

るために導入されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿

うものです。特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として企業価値検討委員会を設置し、対抗措

置の発動・不発動の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、企業価値検討委員会が

株主総会に諮る必要がないと判断する限定的な場合を除き、原則として株主総会決議によって対抗措置の発動の

可否が決せられること、本対応方針の有効期間は３年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただ

くこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業

価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありま

せん。

 

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間は研究開発費として、739百万円を投入いたしました。

なお、当第２四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 64,000,000

計 64,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 16,114,089 16,114,089 東京証券取引所市場第一部
単元株式数は100株
であります。

計 16,114,089 16,114,089 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 
決議年月日 平成30年６月26日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役(社外取締役を除く)　６名

当社執行役員(取締役を兼務しない者)　７名

新株予約権の数※ 166個(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ 普通株式　16,600株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額※
新株予約権の行使により発行又は移転される株式１株当たり
の金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間※ 平成30年７月19日～平成60年７月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額※

発行価格   １株当たり1,285円
資本組入額 (注)２

新株予約権の行使の条件※

新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行
役員については執行役員及び従業員のいずれかの地位をも
喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、
新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の
承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)３
 

 ※　新株予約権証券の発行時（平成30年７月18日）における内容を記載しております。

　(注) １ 新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

     ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が普通株式につき、株式分割

    （当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、新

     株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を

     次の計算により調整する。

　

　          調整後株式数＝ 調整前株式数× 分割又は併合の比率
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　        また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準

     じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の

     調整を行うことができる。

     なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

  ２ ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

     に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、

     これを切り上げるものとする。

     ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

     増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

  ３ 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

     会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

    （以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の発生日（吸収合

     併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収

     分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず

     る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約

     権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに

     掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、

     再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、

　　　株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成30年７月１日～
平成30年９月30日

－ 16,114 － 4,474 － 4,576
 

 

(5) 【大株主の状況】

平成30年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

三井化学株式会社 東京都港区東新橋１丁目５―２号 1,800 11.31

株式会社京都銀行
京都市下京区烏丸通松原上る
薬師前町700

712 4.47

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６－６
日本生命証券管理部内

646 4.06

株式会社滋賀銀行 滋賀県大津市浜町１番38号 602 3.78

HSBC BANK PLC A/C MARATHON
FUSION JAPAN PARTNERSHIP LP
（常任代理人 香港上海銀行東
京支店カストディ業務部）

8 CANADA SQUARE, LONDON E14 5HQ
（東京都中央区日本橋３丁目11－１)

448 2.81

松風社員持株会
京都市東山区福稲上高松町11
㈱松風内

408 2.56

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４－１ 364 2.28

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 353 2.22

株式会社SCREENホールディング
ス

京都市上京区堀川通寺之内上る４丁目天神北
町１番地の１

330 2.07

株式会社中央倉庫 京都市下京区朱雀内畑町41 313 1.97

計 ― 5,978 37.59
 

　（注）　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　　　　 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　353千株
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成30年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 210,900 ― ―

 

完全議決権株式(その他)
普通株式

158,840 ―
15,884,000

単元未満株式 普通株式 19,189
 

― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 16,114,089 ― ―

総株主の議決権 ― 158,840 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式49株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成30年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 京都市東山区福稲上高松
町11番地

210,900 ― 210,900 1.30
株式会社松風

計 ― 210,900 ― 210,900 1.30
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成30年７月１日から平成

30年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,733 5,380

  受取手形及び売掛金 3,285 3,116

  有価証券 5 5

  商品及び製品 3,996 4,488

  仕掛品 925 936

  原材料及び貯蔵品 950 1,045

  その他 480 471

  貸倒引当金 △31 △36

  流動資産合計 15,345 15,408

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 8,116 8,151

    減価償却累計額 △5,154 △5,283

    建物及び構築物（純額） 2,961 2,868

   その他 10,108 10,527

    減価償却累計額 △6,481 △6,638

    その他（純額） 3,627 3,888

   有形固定資産合計 6,588 6,757

  無形固定資産   

   のれん 320 307

   その他 959 910

   無形固定資産合計 1,279 1,218

  投資その他の資産   

   投資有価証券 6,663 6,641

   退職給付に係る資産 629 543

   その他 397 377

   貸倒引当金 △13 △12

   投資その他の資産合計 7,676 7,549

  固定資産合計 15,545 15,525

 資産合計 30,890 30,933
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 744 719

  1年内返済予定の長期借入金 500 500

  未払法人税等 505 363

  役員賞与引当金 43 23

  その他 1,869 2,006

  流動負債合計 3,663 3,613

 固定負債   

  長期借入金 986 739

  退職給付に係る負債 216 222

  その他 1,867 1,782

  固定負債合計 3,070 2,744

 負債合計 6,733 6,357

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,474 4,474

  資本剰余金 4,576 4,576

  利益剰余金 11,707 12,061

  自己株式 △236 △231

  株主資本合計 20,522 20,882

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,282 3,266

  為替換算調整勘定 2 75

  退職給付に係る調整累計額 228 233

  その他の包括利益累計額合計 3,513 3,575

 新株予約権 101 107

 非支配株主持分 19 11

 純資産合計 24,157 24,576

負債純資産合計 30,890 30,933
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

 【四半期連結損益計算書】

       【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 11,701 12,179

売上原価 4,986 5,087

売上総利益 6,714 7,091

販売費及び一般管理費 ※  5,971 ※  6,306

営業利益 742 784

営業外収益   

 受取利息 2 3

 受取配当金 50 52

 会費収入 51 51

 為替差益 133 2

 その他 45 62

 営業外収益合計 283 171

営業外費用   

 支払利息 4 4

 売上割引 81 80

 当社主催会費用 60 58

 その他 26 30

 営業外費用合計 172 174

経常利益 853 782

特別利益   

 投資有価証券売却益 23 -

 特別利益合計 23 -

税金等調整前四半期純利益 876 782

法人税等 237 244

四半期純利益 639 537

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

3 △8

親会社株主に帰属する四半期純利益 635 546
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【四半期連結包括利益計算書】

       【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

四半期純利益 639 537

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 685 △15

 為替換算調整勘定 241 72

 退職給付に係る調整額 27 5

 その他の包括利益合計 954 61

四半期包括利益 1,594 599

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,590 607

 非支配株主に係る四半期包括利益 3 △8
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 876 782

 減価償却費 439 409

 のれん償却額 26 15

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 4

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 128 107

 受取利息及び受取配当金 △53 △56

 支払利息 4 4

 為替差損益（△は益） △70 4

 投資有価証券売却損益（△は益） △23 -

 売上債権の増減額（△は増加） △32 201

 たな卸資産の増減額（△は増加） △455 △567

 仕入債務の増減額（△は減少） △42 △38

 その他 △31 91

 小計 776 958

 利息及び配当金の受取額 53 56

 利息の支払額 △4 △4

 法人税等の支払額 △214 △394

 営業活動によるキャッシュ・フロー 611 616

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △370 △25

 定期預金の払戻による収入 105 36

 有価証券の取得による支出 △5 △5

 有価証券の償還による収入 5 5

 有形固定資産の取得による支出 △365 △503

 有形固定資産の売却による収入 0 -

 無形固定資産の取得による支出 △10 △11

 投資有価証券の売却による収入 48 -

 貸付けによる支出 △4 △21

 貸付金の回収による収入 4 7

 その他 14 △0

 投資活動によるキャッシュ・フロー △578 △518

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △17 △14

 長期借入金の返済による支出 △250 △250

 自己株式の増減額（△は増加） △0 △0

 配当金の支払額 △190 △190

 ストックオプションの行使による収入 0 0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △458 △454

現金及び現金同等物に係る換算差額 36 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △389 △342

現金及び現金同等物の期首残高 4,652 5,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  4,263 ※  4,926
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第２四半期連結累計期間

(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)

税金費用の計算  当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を

計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。
 

 

(追加情報)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の

区分に表示しております。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

     コミットメントライン契約

当社は、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築するため、取引金融機関４行とコミットメントライン契約を締

結しています。

これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

コミットメントラインの総額 2,000百万円 2,000百万円

借入実行残高 ―百万円 ―百万円

差引残高 2,000百万円 2,000百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

役員報酬及び給料手当 2,068百万円 2,147百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

現金及び預金 4,881百万円 5,380百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△617百万円 △454百万円

現金及び現金同等物 4,263百万円 4,926百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月12日
取締役会

普通株式 190 12.00 平成29年３月31日 平成29年６月６日 利益剰余金
 

　（注）１株当たり配当額12.00円には、創立95周年記念配当2.00円が含まれております。

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月２日
取締役会

普通株式 127 8.00 平成29年９月30日 平成29年11月30日 利益剰余金
 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年５月15日
取締役会

普通株式 190 12.00 平成30年３月31日 平成30年６月５日 利益剰余金
 

　（注）１株当たり配当額12.00円には、創立95周年記念配当2.00円が含まれております。

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年11月２日
取締役会

普通株式 127 8.00 平成30年９月30日 平成30年11月30日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

デンタル
関連事業

ネイル
関連事業

その他の
事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 10,441 1,210 49 11,701 ― 11,701

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

0 0 3 4 △4 ―

計 10,442 1,210 52 11,705 △4 11,701

セグメント利益 717 13 8 739 3 742
 

(注) １ セグメント間取引消去によるものであります。

２ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

デンタル
関連事業

ネイル
関連事業

その他の
事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 10,929 1,198 51 12,179 ― 12,179

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 0 4 4 △4 ―

計 10,929 1,198 55 12,183 △4 12,179

セグメント利益又は損失(△) 802 △29 9 781 3 784
 

(注) １ セグメント間取引消去によるものであります。

２ セグメント利益又は損失(△)は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 40.01円 34.35円

    (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 635 546

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

635 546

   普通株式の期中平均株式数(千株) 15,892 15,901

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 39.77円 34.12円

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) ― ―

   普通株式増加数(千株) 94 108

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

平成30年11月２日開催の取締役会において、第147期の中間配当に関し、次のように決議いたしました。

① 配当金の総額                                    127百万円

② １株当たりの金額                                  8円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日     平成30年11月30日

(注) 平成30年９月30日最終の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、支払いを行います。

 

EDINET提出書類

株式会社松風(E01183)

四半期報告書

22/24



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年11月13日

株式会社 松 風

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 梅   原     隆 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 柴   田   芳   宏 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社松風の

平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成30年７月１日から平成30年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社松風及び連結子会社の平成30年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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